
プレゼントも
差し上げますよ 海外でも

人気の商品でさぁ、
絶対売れるから
一緒に始めないか？

いら
 ないよ

興味
ないね！！

このネックレス、どう？
君のために
デザインしたんだ。

契約書
契約書

契約書

アンケー
ト

今日は
仕事で

近くまで
来てる

んだ。
少し会え

ない？

タダだし
来てよかった～
気持ちいい～

あれっ…？

あれっ…？

店長からは３０万円で
売れって言われてるけど、
　 是非君に着けて欲しいから、
　 特別に２０万円でどう？

では、
１０万円コースの
契約になります。

私のためなんて
言われたら…

SNSで知り合った
彼からメールが届いた。

タダならいいか…

このお水は最高ですからね
良い買い物をされましたね

夢のビジネス、
一緒に始めよう！

エステサービスを
　　めぐるトラブル
エステサービスを
　　めぐるトラブル

消費者トラブル事例
～もし消費者トラブ

ルに巻き込まれたら
～消費者トラブル事例

～もし消費者トラブ
ルに巻き込まれたら

～消費者トラブル事例
～もし消費者トラブ

ルに巻き込まれたら
～消費者トラブル事例

～もし消費者トラブ
ルに巻き込まれたら

～

3 4

契約前にサービス内容
料金についてしっかり

確認するようにしましょう。

○エステサービスは、
⑴サービスの提供期間が１か月を超える
⑵金額が５万円を超える
契約であれば『特定継続的役務提供』に
あたり、クーリング・オフの対象となり
ます。　（→P7）

○契約期間中は、自由に中途解約できます。
解約手数料の上限も定められています。

○クーリング・オフの期間が過ぎていても、
契約を取り消すことができる場合があり
ます。

○エステに必要と言われ契約した化粧品等
の関連商品についても、未使用であれば、
中途解約できます。

高額・長期の契約は
慎重に！

高額・長期の契約は
慎重に！

アポイントメント
　　　　セールス
アポイントメント
　　　　セールス 知らない異性からの

呼び出しには要注意
！知らない異性からの

呼び出しには要注意
！

誰でも簡単に
成功するような

ビジネスはありません。
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マルチ商法マルチ商法6 友人や先輩からの
誘いでも、

断る勇気が必要！
友人や先輩からの

誘いでも、

断る勇気が必要！街で声をかけられた
ら要注意！

街で声をかけられた
ら要注意！

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
事
例

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
事
例

友人から無料エス
テに誘われ、サ

ロンに行った。無料
エステの後で

高額な契約をしてし
まった。

友人に誘われてネッ
トワークビジネスの

セ

ミナーに参加した。
「友達を紹介する

だけ

でお金がもらえる」
と説明を受け、高額

な

健康食品を購入し
て会員になった。健

康

食品も全然売れな
いので解約したい。

○商品等を販売する組織がピラミッド状
に増えていく、いわゆるマルチ商法と
呼ばれるものは、特定商取引法の「連
鎖販売取引」に該当し、２０日以内であ
ればクーリング・オフの対象となります。
（→P7）

○いつでも中途解約できます。

○友人、知人を巻き込んで、人間関係を壊
してしまうことがあります。

SNSで知り合った
男性と喫茶店で会

うこ

とになった。その後
、男性の勤務先の店

舗

に行くことになり、
アクセサリーを売り

つ

けられてしまった。

クーリング・オフ
　ができます

書き方等はこちら（→P8）

街頭で「アンケート
に答えてくれたらプ

レ

ゼントをあげる」と
声をかけられ、連れ

て

行かれた店舗でウ
ォーターサーバー

の契

約をさせられてしま
った。

キャッチセールスキャッチセールス4

クーリング・オフ
　ができます

書き方等はこちら（→P8）

判断に迷ったら、消費生活センターに相談してみましょう！（電話番号 １８８）判断に迷ったら、消費生活センターに相談してみましょう！（電話番号 １８８） 判断に迷ったら、消費生活センターに相談してみましょう！（電話番号 １８８）判断に迷ったら、消費生活センターに相談してみましょう！（電話番号 １８８）

○販売目的を隠して、店舗等に相手を呼
び出し、商品やサービスの契約を勧誘
する方法は「アポイントメントセール
ス」と呼ばれ、クーリング・オフの対象
となります。　（→P7）

○クーリング・オフの期間が過ぎていて
も、消費者契約法（→P11）により契
約を取り消すことができる場合があり
ます。あきらめずに交渉しましょう。

○路上などで声をかけ、店舗等に同行さ
せて高額な商品やサービスの契約を
勧誘する方法は「キャッチセールス」
と呼ばれ、クーリング・オフの対象とな
ります。　（→P7）

○クーリング・オフの期間が過ぎていて
も、消費者契約法（→P11）により契
約を取り消すことができる場合があり
ます。あきらめずに交渉しましょう。

申し込み 承 諾

契約成立

じゃあ
契約したら もう 
やめることは
できないの？

契約は
慎重にしないと
いけないね！

業者に見てもらったら、
敷金では足りないわ。
あと6万円必要だけど、
学生さんだし3万円だけ
負担してもらえる？

50万円の
元手を取るのに
何日かかるの…

そんなに
汚してないはず
だけど…

これ ください。 ありがとう
  ございます

クイズの答え：「すべて契約」です。

深く考えず
に

契約しちゃ
ったけど…

自宅で
カンタン
収入！？

やってみようかなぁ…

基礎知識編1-1基礎知識編1-1

【アフィリエイトの仕組み】
1.自分の開設しているウェブサイト、ブログ等でスポンサー
　業者（広告主）の商品やサービスの広告を行う。

2.自分のサイトを通じて業者サイトにアクセスした件数や
　購入実績で広告報酬がもらえる。

☆契約は契約書のような書類を作らなくても口約束だけでも成立します。
☆いったん契約が成立すると、一方的に契約を取りやめたり、内容を変更したりすることがで
　きません。

☆ただし、契約そのものを「無効」とできる場合や「取り消し」「解約」ができる場合があります。

契約は「申し込み」の意思表示と「承諾」の意思表示が合致して成立します。

【ドロップシッピングの仕組み】
1.スポンサー業者の商品やサービスの広告を行うサイトを
　自分で開設。
2.サイトを見た人からの注文を受け付ける。
3.商品の発送や在庫管理をスポンサー業者が実施。

※国土交通省では、原状回復の費用負担の考え方について、
「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」で示しています。

原状回復　ガイドライン

契約とは

6

基
礎
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識
編

消費者トラブル事例
～もし消費者トラブ

ルに巻き込まれたら
～消費者トラブル事例

～もし消費者トラブ
ルに巻き込まれたら

～

5

アフィリエイト・
ドロップシッピングを利用した手口
アフィリエイト・
ドロップシッピングを利用した手口7

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
事
例

高額収入をうたう
業者とアフィリエイ

ト

ビジネスの契約をし
た。すぐに元が取れ

ると言われ高額な
情報商材を購入し

た

が、まったく収入が
得られなかった。

勧誘時に説明された
収入をあてにした、

無理な契約はやめましょう。

⑴「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で誘
引し、

⑵仕事に必要との理由で、商品等を売って金銭負担を負
わせる

　取引であれば「業務提供誘引販売取引」にあたり、２０日
以内であればクーリング・オフの対象となります。

　（→P7）

○近年アフィリエイトという言葉を使って「知り合いを勧
誘して会員を増やせば収入が得られる」といった、マル
チ取引的な勧誘も多くなっています。

引越しで現在住ん
でいるアパート

を引き払うことにな
った。それほど

汚していないはず
なのに、原状回

復費用として高額
な修繕費を請求

され、敷金を返して
もらえない。

賃貸借に関するトラブル賃貸借に関するトラブル8

「原状回復」＝「賃借人が
借りた当時の状態に戻

すこと」ではありません。

○借主にとって大きなトラブルになるのは、退去時の
「原状回復」です。入居時には物件の状況をよく確
認しておきましょう。

○経年変化や賃借人の通常の使用による損耗等の修繕
費用は賃料に含まれています。

民法では、20歳未満の未成年者が契約するには親(法定代理人である親権者)の同意が必要と
定められており、同意がない契約は取り消すことができます。

ネットで始める
サイドビジネス
の勧誘

ネットで始める
サイドビジネス
の勧誘

引越しの際の
敷金返還トラブル!
引越しの際の
敷金返還トラブル!

答えは
このページの
右下に！

コンビニでパンを買う
電車に乗る
図書館で本を借りる
レンタルショップでDVDを借りる

❶
❷
❸
❹

この中で契約にあたるのはどれでしょうか？

◇未成年者は契約の取り消しができる？

・小遣い程度の金額の契約
・親が支払った契約

・20歳以上であるとうそを言った場合
・結婚している場合(成年とみなされる)　など

◆未成年者でも取り消しができない契約

クーリング・オフ制度
による取り消し→P7へ

消費者契約法による
取り消し→P11へ

　～契約をするときは慎重に！～契約について知ろう！　～契約をするときは慎重に！～

クイズに挑
戦！

クイズに挑
戦！

判断に迷ったら、消費生活センターに相談してみましょう！（電話番号 １８８）判断に迷ったら、消費生活センターに相談してみましょう！（電話番号 １８８）

◇クーリング・オフ通知を
　　　　　実際に書いてみよう！

基礎知識編1-2基礎知識編1-2 基礎知識編1-2基礎知識編1-2
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7

（１）販売会社へ書面で通知します。
　  （クレジット契約の場合は、クレジット会社にも同様の通知を出します。）（→実際の記入例はP8へ）
（２）クーリング・オフは通知を発信した時に効果が発生します。
（３）全額返金してもらったかを確認し、商品は販売会社へ引き取ってもらいます。

　クーリング・オフ（cooling off）とは、「頭を冷やして考えなおす」という意味です。
一定期間内であれば理由がどうであれ、無条件で申込みの撤回または契約の解除ができる制
度です。

　クーリング・オフの通知は、自分で書くことができます。
書き方や、手続きの方法が分からない時は、
消費生活センターに相談しましょう！

●自分から店に出向いて購入した場合
●通信販売で購入した場合
●指定された消耗品(健康食品、化粧品、せっけん、洗剤など)　
　を自ら使用した場合
●現金取引で3,000円に満たない場合
●電気通信サービス
●自動車
●電気、都市ガス、葬儀　など

●契約方法や内容によってクーリン
グ・オフができる条件は異なります。
●また、クーリング・オフできなくても、契
約を取り消すことができる場合があり
ます。

◇クーリング・オフできる取引内容と期間（→詳細は「特定商取引法（P10）」へ）

◇クーリング・オフの方法と効果

　クーリング・オフはできないと言われたり、脅されて手続きができなかった等、クーリング・オフを妨
害された場合は、８日間を過ぎてもクーリング・オフができます。妨害された場合は、事業者から改め
てクーリング・オフできる旨を記載した書面をもらい、口頭でも説明を受けた日から８日間経過するま
ではクーリング・オフできます。

（1）クーリング・オフの手続きは必ず書面（ハガキ、手紙）で行います。
（２）クレジットを利用している場合はクレジット会社へも同時に通知します。
（３）送る前に必ずコピーを取っておきます。
（４）「特定記録郵便」または「簡易書留」など、記録の残る方法で送付します。

◇クーリング・オフを妨害された場合

【クーリング・オフができない場合の例】

訪問販売 （アポイントメントセールス、キャッチセールス→P3）

電話勧誘販売

特定継続的役務提供 （エステサービス→P4）

訪問購入

連鎖販売取引 （マルチ商法→P4）

業務提供誘引販売取引 （アフィリエイト・ドロップシッピングを利用した手口→P5）

8日間

8日間

8日間

8日間

20日間

20日間

取引内容（この冊子での事例紹介頁） 期　間

通知書を送る
・申込みの撤回
・契約の解除が
　できる

受け取った商品の返品費用は 事業者負担です

損害賠償金や違約金は 支払う必要はありません

既払金（頭金、申込金）は 返金されます

定められた
期間内に 無条件で

◇クーリング・オフできない場合も！

→まずは消費生活センターへ
　ご相談ください。

宛先への配達方法 受取人の受領印又は署名 料　金

郵便受箱へ配達特定記録郵便 な　し 160円
手渡し簡易書留 あ　り 310円

書
き
方
例

表

裏

◯
◯
市
◯
◯
町
◯
◯
番
地

◯
◯
株
式
会
社代

表
者 

様

◯
◯
市
◯
◯
町
◯
◯
番
地

◯
◯
信
販
株
式
会
社

代
表
者 

様

販売会社宛てクレジット会社宛て

契約解除通知書
契約日：平成○年○月○日

書面受領日：平成○年○月○日

商品名：○○○

契約金額：○○円

上記日付の申込は撤回し、契約は解除します。

　

（通知を出した年月日）

（自分の住所・氏名）

契約解除通知書
契約日：平成○年○月○日

書面受領日：平成○年○月○日

商品名：○○○

契約金額：○○円

販売業者名：○○○○○○

上記日付の申込は撤回し、契約は解除します。

（通知を出した年月日）

（自分の住所・氏名）

既払金が
ある

場合や、商
品を

受け取って
いる

場合は、書
きます。

なお既払金の○○円を返金し、商品を
引き取ってください。

　～消費者の最強の味方！！～クーリング・オフ制度　～消費者の最強の味方！！～

（　　　　　　　　　）

通知書を発信した時に
クーリング・オフの
効果が発生します。
期間内に相手に

届いていなくても有効

◯
（8日間）

基礎知識編1-3基礎知識編1-3
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「ネガティブ・オプション」

特定商取引法
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礎
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識
編

販
売
会
社
宛
て

販
売
会
社
宛
て

ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
宛
て

ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
宛
て

　勧誘方法に不意打ち性があるなど、トラブルが生じやすい７つの取引形態（特定商取引）につ
いて、様々な規制をかけることで、消費者に損害が生じることを防止し、利益を保護するための
法律です。

　この法律では、取引の種類によって、再勧誘の禁止、契約書面の交付義務、申込みの撤回又は
契約解除（クーリング・オフ）等のルールが定められています。

訪 問 販 売

特定商取引法に
定める取引の種類

自宅などへの訪問、キャッチセールス（営業所以外の場所
から誘い、同行させる）、アポイントメントセールス（販売
目的を隠し、特別有利だといって誘い出す）

勧誘方法・契約内容

主なルール

書面
交付
義務

クーリング・オフ
（期間）

クーリング・オフ
期間経過後の
中途契約

◯

◯

－
※1

通 信 販 売
テレビ、雑誌、カタログ、インターネットなどの広告を見
て、郵便、電話、インターネット等で申込みを受ける

確認画面
の表示 －

※2
－

電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける
（電話を切った後の郵便・電話等による申込みを含む）

◯
（8日間）

－

◯
特定継続的役務
提供(６つの役務)

エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手
紹介サービス、パソコン教室（エステは１か月、その他は
２カ月を超える期間、５万円を超える金額の契約）

◯
（8日間）

◯

◯
連鎖販売取引
(マルチ商法)

個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させ
るというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大させながら商
品やサービスを販売する

◯
（20日間）

◯

◯業務提供誘引
販 売 取 引

「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で誘引
し、仕事に必要との理由で商品等を売って、金銭負担を負
わせる

◯
（20日間）

－

◯訪 問 購 入 自宅などを訪問して貴金属等物品を購入（買取）する ◯
（8日間）

－

　注文していない商品を勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして、一方的
に代金を請求する販売方法です。
●特定商取引法では、商品を受け取ってから14日間保管した後は、自由に処分してよいこととさ
　れています。
●また、事業者に引き取りを申し出てそれでも引き取らない時は、申し出日から7日間経過した後
　は自由に処分してよいこととされています。

過量販売による契約解除・・・日常生活において通常必要とされる分量（回数、期間）を著しく超える
商品等の売買契約の場合、契約から１年間は解除できます。

通信販売の返品制度・・・通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。事業者は広告に返品に関
する事項として返品の可否、返品の期間等条件、返品に係る費用負担の有無（返品特約といいます）
について表示しなければなりません。
これらの表示が無い場合は、商品が届いた日から数えて８日間以内であれば、消費者の送料負担で
返品ができます。

※１

※２


